
コ
ロ
ナ
感
染
症
禍
で
の
活
動

今
月
に
入
り
コ
ロ
ナ
感
染
患
者
数
は
、

減
少
に
転
じ
て
い
ま
す
が
、
未
だ
未
だ
油

断
は
出
来
ま
せ
ん
。

五
月
の
総
会
後
、
極
端
に
患
者
数
が
増

え
て
県
、
市
、
市
社
協
、
当
協
会
の
行
事

も
殆
ど
が
中
止
に
な
り
ま
し
た
。

特
に
準
備
に
時
間
を
か
け
て
、
障
が
い

福
祉
課
の
協
力
も
得
な
が
ら
進
め
て
き
た

「
神
奈
川
県
障
害
者
福
祉
大
会
」
も
中
止

に
な
り
、
反
っ
て
ご
迷
惑
を
か
け
て
し
ま

い
ま
し
た
。
他
に
も
皆
さ
ん
が
楽
し
み
に

し
て
い
た
社
協
・
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
大
会

も
中
止
、
ふ
れ
あ
い
祭
り
も
中
止
に
決
ま

り
ま
し
た
。

た
だ
、
今
年
の
障
害
者
週
間
（
十
二
月

三
日
～
九
日
）
に
は
、
社
協
と
協
力
し
て

「
夢
ア
ー
ト
展
」
（
細
部
は
裏
ペ
ー
ジ
）

を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
ま
ま
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
落
ち
着
い

て
く
れ
て
普
段
の
生
活
に
戻
れ
る
こ
と
を

祈
っ
て
お
り
ま
す
。

西
川

和
朗

◎

カ
ー
ド
形
式
の
障
害
手
帳

～

十
月
か
ら
申
請
受
付

～

前
号
の
微
笑
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し
た

が
、
障
害
者
手
帳
に
つ
い
て
綾
瀬
市
で
も

希
望
者
に
対
し
て
、
カ
ー
ド
様
式
の
交
付

申
請
を
十
月
一
日
か
ら
受
け
付
け
が
始
ま

り
ま
し
た
。

カ
ー
ド
様
式
は

耐
久
性
に
優
れ
た

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

で
、
運
転
免
許
証

な
ど
と
同
じ
サ
イ

ズ
で
す
。
偽
造
防

止
を
目
的
と
し
た

特
殊
な
印
刷
や
、

他
の
カ
ー
ド
と
区

別
す
る
た
め
の
切

欠
き
な
ど
が
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

障
害
者
手
帳
は
こ
れ
ま
で
紙
様
式
と
定

め
ら
れ
て
い
た
が
、
二
〇
一
九
年
に
厚
生

労
働
省
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て

カ
ー
ド
様
式
が
交
付
可
能
と
な
り
、
各
自

治
体
の
判
断
で
導
入
が
進
ん
で
い
ま
す
。

ど
ち
ら
の
様
式
も
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ

ス
に
違
い
は
な
く
、
カ
ー
ド
様
式
の
交
付

を
希
望
し
な
い
人
は
、
今
後
も
現
在
所
持

し
て
い
る
手
帳
を
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
ま

す
。希

望
者
は
、
綾
瀬
市
障
が
い
福
祉
課

（
☎

七
〇
・
五
六
二
三
）
の
窓
口
で
直

接
申
請
を
し
ま
す
。
紙
様
式
の
障
害
者
手

帳
か
ら
の
切
り
替
え
を
希
望
す
る
人
は
、

手
帳
と
顔
写
真
（
縦
４cm

×
横
３cm

、
過

去
一
年
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
）
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

【
新
聞
記
事
】

★

障
害
者
の
六
十
五
歳
問
題

福
祉
経
新
聞

九
月
十
四
日

六
十
五
歳
を
機
に
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

か
ら
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
移
っ

た
人
の
自
己
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
の
利

用
が
低
調
で
あ
る
こ
と
が
八
月
三
十
日
、

分
か
っ
た
。
厚
生
労
働
省
の
調
査
事
業
で

一
〇
四
五
の
市
区
町
村
か
ら
回
答
を
得
た

と
こ
ろ
、
二
〇
二
〇
年
九
月
末
時
点
で
一

自
治
体
当
た
り
の
利
用
者
は
平
均
三･

四

人
だ
っ
た
。
厚
労
省
は
二
〇
一
八
年
四
月

の
導
入
時
、
対
象
は
全
国
で
最
大
三
万
人

と
説
明
し
て
い
た
が
、
そ
の
見
込
み
を
大

き
く
下
回
っ
た
。
利
用
者
へ
の
周
知
が
不

十
分
な
こ
と
も
分
か
っ
た
。

厚
労
省
が
同
日
の
社
会
保
障
審
議
会
障

害
者
部
会
に
示
し
た
。
同
制
度
の
運
用
の

実
態
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
初
め
て
。
委

員
か
ら
は
高
齢
障
害
者
を
め
ぐ
る
問
題
に

注
文
が
相
次
い
だ
。

軽
減
制
度
は
、
六
十
五
歳
を
機
に
介
護

保
険
利
用
に
移
っ
て
自
己
負
担
が
増
え
る

低
所
得
者
に
「
新
高
額
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
等
給
付
費
」
を
支
給
す
る
も
の
。
介
護

保
険
優
先
原
則
に
よ
っ
て
急
に
自
己
負
担

が
増
え
る
「
六
十
五
歳
問
題
」
へ
の
対
策

と
さ
れ
て
い
る
。

所
定
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
居
宅
介

護
、
重
度
訪
問
介
護
、
生
活
介
護
な
ど
）

を
連
続
し
て
五
年
以
上
利
用
し
て
い
る
こ

と
、
障
害
支
援
区
分
が
二
以
上
で
あ
る
こ

と
、
六
十
五
歳
以
降
、
介
護
保
険
の
訪
問

介
護
や
通
所
介
護
な
ど
所
定
の
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
こ
と
が
支
給
の
要
件
だ
。

対
象
者
は
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担

（
原
則
は
介
護
報
酬
の
一
割
）
を
払
っ
た

後
、
障
害
福
祉
制
度
か
ら
償
還
さ
れ
る
こ

と
で
自
己
負
担
が
ゼ
ロ
に
な
る
。

厚
労
省
の
調
査
事
業
で
は
、
市
区
町
村

が
軽
減
対
象
者
の
抽
出
な
ど
事
務
手
続
き

に
煩
雑
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
制

度
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
広
く
周
知
し

て
い
る
自
治
体
が
一
割
に
と
ど
ま
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

報
告
を
受
け
た
委
員
か
ら
は
「
五
年
以

上
と
い
う
要
件
を
廃
止
し
て
ほ
し
い
」

「
な
ぜ
五
年
で
区
切
る
の
か
」
と
す
る
声

が
上
が
っ
た
。
ま
た
、
六
十
五
歳
を
機
に

強
制
的
に
介
護
保
険
に
誘
導
さ
れ
る
「
不

幸
な
ト
ラ
ブ
ル
」
が
続
い
て
い
る
こ
と
へ

の
不
満
も
複
数
の
委
員
が
表
明
し
た
。

厚
労
省
は
六
十
五
歳
以
上
の
障
害
者
を

一
律
に
介
護
保
険
に
移
す
の
で
は
な
く
、

個
別
に
判
断
す
る
よ
う
通
知
し
、
運
用
を

市
区
町
村
に
委
ね
て
い
る
。
市
区
町
村
に

よ
っ
て
判
断
が
ま
ち
ま
ち
と
な
る
現
状
を

問
題
視
す
る
立
場
か
ら
「
統
一
的
に
解
決

す
る
研
究
が
必
要
だ
」
「
高
齢
障
害
者
に

絞
っ
た
検
討
組
織
が
必
要
だ
」
と
い
っ
た

要
望
も
上
が
っ
た
。
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綾瀬市身体障害者福祉協会のお知らせ Ｎｏ．２

令和3年10月10日

● 日 時：１２月４日（土）＆５日（日）
１０時 ～ １４時

● 会 場：綾瀬市役所１階
「ともしびショプむー」

障がい当事者と市民との交流をはかり、各障がい者団体・施設の障がい当事者

が製作する作品の展示を行う啓発活動

展示品： 作品（手作りの小袋・茶碗 等）

絵画・イラスト・塗り絵・写真・書等 （Ａ４orＡ３サイズ）

応募期間：２０２１年１０月１０日～１１月１０日

主 催 ： 綾瀬市社会福祉協議会

共 催 ： 綾瀬市当事者団体連絡会

（綾瀬市身体障害者福祉協会／綾瀬市手をつなぐ育成会／
綾瀬市あがむの会／綾瀬市肢体不自由児者父母の会)

協力団体：市内障害者施設（６施設）

《 連絡先：西川 》

☎：７６－７０２６ FAX：７０－１６５６

：kn49228@nifty.com

★お手伝い頂ける方も連絡下さい！★


